
別紙２  平成19年度事務事業評価調書（新規用）　　　　 北広島市

整理番号 43 事務事業名
福祉センター管理運営事務

（福祉センター大型修繕事業）
作成部署

こども発達支援セン
ター

電話 短縮　５５３

事務区分 ■自治事務　　□法定受託事務　 部長職名 高田　信夫 課長職名 八町　史郎 作成日 平成１９年８月

事務事業開始年度 S56
根拠法令等 福祉センター条例

　〃 終了予定年度

事務事業の概要

大規模改修についての概要としては、①外壁及び屋上防水の改修、②エレベーターの設置、③内部施設及び設
備の改修、④上記工事にかかる耐震診断、設計及び監理などの委託、である。
①については、外壁が所々剥がれ落ち、場所によっては大きな塊となって落ちているため、利用者にとって危険で
ある。また、屋上防水についても全体が浮き上がってきている中で、所々に破れや隙間ができているために建物自
体に影響を与えるものと思われる。②については、利用者が心身障害児者や高齢者が中心であり、階段を家族が
高齢者を背負って登ることもあり、安全と利便性を図るための設備として要望も上がってきている。③については、
トイレのタイルや館内の汚れの目立つ一部の張り替えなどの内装の改修と設置後25年以上経過しているため、照
明盤や暖房器具操作盤などの設備の更新が必要となっている。また、指導室の改修については、開設当初に比べ
ほぼ2倍の児童が通園しているため、指導室が不足し日常的にプレイルームを指導室として使用するため観察窓
が必要である。また、照明器具の傘の撤去については、プラスチック製品の劣化のため破損し易くなっており危険
である。手洗い場の混合栓については、水しか出ないため冬は児童に手を洗わせる事が大変であり、毎年父母会
から設置の要望があげられている。④については、監理などの委託の他に、大規模改修時に実施するよう求めら
れているアスベストの測定・分析と、もし0.1％以上検出された場合には撤去することが必要であるため掲載する。

　計　画　
上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

章 （第 1 章）
節 （第 4 節）
施策 （第　 3 施策）

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

福祉センターを利用する市民や団体

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

福祉センターは築25年以上経過しており、施設設備の老朽化への早急な対応と、心身障
害児者や高齢者の安全と利便性を図るための大型修繕事業である。

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行う
事務事業
の具体的
な実施内
容
（※補助
金等の場
合は団体
等の活動
内容）

20年度

福祉センター改修工事実施設計工事監理
・耐震診断委託　　　　　　　　   3,510千円　　　・改修工事実施設計委託　　   3,400千円
・改修工事監理委託　　　　   　1,660千円　　　・アスベスト検査　　　　　　　　　　 105千円
福祉センター内部改修及び設備改修工事
・男女トイレ壁タイル張り替え　  1,670千円　　・内部クロス張り替え修繕　　　　1,260千円
・照明盤リモコンリレー取替修繕　252千円　　・急病センター暖房操作盤交換　 420千円
・会議室ブラインド交換　　　　　　  324千円　　・会議室テーブル補充　45千円×15台＝675千円
・排水管洗浄・温水弁取替　　　　 158千円　　・園庭遊具塗装　　　　　　　　　　 　170千円
・駐車場地盤改良　　　　　　　　　　178千円　　・正面玄関屋外グレーチング内解氷工事　126千円
・蛍光管安定器交換　 27個×15千円＝405千円　　・暖房機配線修繕　10千円×90台＝900千円
合　計　　15,213千円

21年度

福祉センター外部改修工事
・外壁塗装、屋上防水          25,400千円
福祉センター内部改修工事
・ プレイルーム観察窓設置、照明器具の傘撤去、手洗い場の混合栓設置、配水管つまり解消
　 1,450千円　　・電気室アスベスト撤去工事　　3,340千円　　　　　　　　　合　計　　30,190千円

22年度

・福祉センターエレベーター設置工事   29,190千円
・エレベーター事務手数料　　　　　29千円
・自動ドア装置部品交換修繕　　 475千円
・会議室移動間仕切り壁設置　2,000千円　　　　　　　合　計　　31,694千円

23年度
以降

大規模な修繕については23年度以降の予定はないが、ホール・廊下床､カーペットの張り替えや
冷房機の設置など要望が出されているものの他、園庭の鉄柵の修繕、蛍光管の安定器の交換
（128個×15千円＝1,920千円）など対応を検討していく必要がある。また、エレベーターが設置さ
れた際には、毎年保守点検費用として1.100千円の計上が必要となる。

【費用の予定額】 （単位：千円）

区　　　　分 20年度予定額 21年度予定額 22年度予定額 23年度以降[毎年］

直接事業費

国支出金

道支出金

地方債

その他特財

一般財源 15,213 30,190 31,694 1,100

①合　計 15,213 30,190 31,694 1,100

人 　件 　費
（概算）

②人　数（年間） 0.30 0.30 0.30 0.30

③１人当り年間平均人件費 9,000 9,000 9,000 9,000

④＝②×③ 2,700 2,700 2,700 2,700

　総　事　業　費 ①＋④ 17,913 32,890 34,394 3,800



整理番号 43

２　指　標

【事務事業を評価する指標（ものさし）】

指　標　名
指　　　　　標　　　　　値

単位 20年度目標 21年度目標 22年度目標 終目標

活動指標
（事務事業の
活動量や実

績）

① 貸館利用者数 人 34,000 32,500 32,000 32,000

② こども発達支援センター、精神障害者社会
復帰訓練所、みらい年間延利用者数

人 9,300 12,290 15,000 18,000

成果指標
（目的の達成
度を測るもの

さし）

① 施設の不具合による事故

件 0 0 0 0
【指標の定義（算式等）】

代替指標

②

【指標の定義（算式等）】

３　評　価　

チェック項目
評
点

選択理由、説明等

妥
当
性

・市民や社会の要求に合致しているか。
・上位施策を達成するために必要な事務事業か（目的妥当
性の度合）
・行政が関与しなければならない事務事業か(公共性・公益
性の度合）

4

福祉センターを利用する市民や団体からの要望に基
づく大型修繕であり、市が実施すべき事務事業であ
る。

有
効
性

・成果指標値から見て、目標の達成度はどの程度か（達成
度合）
・目的を達成するための手段（実施方法）は有効か（手段有
効度合）

4

　総合福祉センターの建設や統廃合後の小学校校舎
の利用の方向性が明確となっていない現在では、多く
の市民が利用している現状であるため、建物の維持
管理と利用者の安全と利便性のために計画的な事業
の推進が必要である。

効
率
性

・投入する予算や人員に見合った効果が期待できるか（費
用対効果の度合）
・事業の実施方法は効率的か（同じ経費でもっと効率的な方
法はないか）

4

　事業実施に当っては十分コスト節減を考慮した設計
に努める。

公
平
性

・受益者負担は適正か
・当該事業による利益が、特定の個人や団体に偏っていな
いか。

4

　平成20年度より使用料の見直しが予定されており、
利用者に対してはこれまで以上に受益者負担を求め
ていくため、 低限の施設の改修を計画的におこなっ
ていく必要がある。

緊
急
性

・すぐ実施する必要があるか、熟度は高まっているか（緊急
度合）

3

　建物の屋上及び外壁など緊急度合の高いものから
計画している。

評点区分 　４　適切（十分）　　３　概ね適切（十分）　　２　改善の余地がある　　１　不適切（不十分）　　－　該当なし

法律で実施が義務付けられている事務事業か 　　　□有　　　　　■無

民間活力の活用性評価
（事業担当部局が評価）

■ 民間等での実施または市民等との協働の可能性はほとんどない。

□ 民間等での実施または市民等との協働が可能である。

□ 民間等で実施または協働して取り組むべきである。

説明

（上記
評価の
総合的
な説明）

事業
担当
部局

施設・設備の老朽化により大規模的に改修と更新が必要である。エレベーターについては、利用者の要
望も高く、社会全体のバリアフリー化が進む中で設置が必要である。

行革
本部

築２５年以上経過し老朽化が進む一方、利用者が多い施設であり、本事業は、利用者の安全と利便性を
図るうえで妥当性・有効性が高い。


	４３

